
１ 学校概要について 

まず授業についてご説明いたします。小学校では１単位時間４５分でしたが、中学校で

は１単位時間５０分となります。日課時制・週課表にあるように月曜日のみ５時間授業と

なり、火曜日から金曜日までは６時間授業となります。本校の特色として８:30 から 8:50

を「聖火台タイム」と言い、知・徳・体それぞれの取組をバランスよく実施しています。 

次に生徒会活動についてご説明いたします。本校では教師の指導の下、生徒の自主的活

動によって学校教育目標を全員一致協力して達成することを目的として活動しています。

学年委員会、専門委員会は前・後期制としています。 

最後に部活動についてご説明いたします。川口市の部活動方針に則り、１２の部が日々

活動しています。運動部は６月の学校総合体育大会や 9 月の市民体育祭に、また吹奏楽部

は７月のコンクールに向けて、練習に励んでいます。パソコン部はＰ検合格、美術部は展

覧会出品、総合活動部は川口マラソン完走を目指して頑張っています。 

 

 

２ 中学校の生活ときまりについて 

 

 元郷中学校には、生徒が安全に学校生活を送るために必要な生活のきまりがあります。

細かい決まりについては別紙をご参照ください。入学してすぐは、様々な不安があるかと

思いますが、失敗しないようにとルールのすべてを理解することは難しいです。子どもた

ちは日頃の生活の中で徐々に理解し、成長していければ問題ありません。ただ、中学生は

心の成長期でもあります。時間が経つにつれて、理解はしているけども守れないことや、

反抗してしまうこともあります。学校では、「行為は許さないが、心は理解する」ことを意

識し、指導しています。なぜその行為をしてしまったのか、今後どうしたらより良い学校

生活が送れるかについて子どもとともに考え、自分で判断、決定できる力を養うことを目

指していきます。 

 近年、特に大きな問題となっているのは、スマートフォンをはじめとするネットトラブ

ルです。元郷中学校でも多くの子どもたちが自分のスマートフォンを持っています。大変

便利ですが、大人でも使いこなすのが難しいスマートフォン。子どもたちは正しく使えず

に悩んでいます。自分で使用時間等をコントロールできない「ネット依存、スマホ依存」

という言葉まで生まれています。元郷中学校では、年間を通してネット利用時の危険性や

正しい使い方について子どもたちとともに考える機会を設けていきます。ぜひ、各家庭で

も話題にしていただき、ともに考えていきましょう。 

 子どもたちの心に寄り添いながら望ましい成長を促していくためには、保護者の皆様の

ご協力が不可欠です。保護者と教員が連携して、子どもたちの成長を見守っていければと

思いますのでご協力の程よろしくお願いします。 

 

 



               ３ 学習について 
  

中学校は義務教育の最終段階で、卒業後の進路を考え、進路選択する三年間です。就

職、上級学校進学、その他と多岐にわたる選択肢の中から時間をかけて生き方を模索し

ます。こう聞くとひどく難しいことに感じますが、日々の生活に全力で取り組み、でき

ることを重ねていく中学校生活にすれば良いだけです。毎日の授業を大切にして、定期

テストを一区切りの目標として学習を進め、家庭学習できる中学生になれるよう、ご家

庭の協力をお願いいたします。 

 

 

４ 保 健 関 係 

中学生の時期は、心と体が急速に発達する時期です。しかも、身体の成長が先で、心の

発達がついてこないのが特徴です。見た目は大人と同じなのに、先のことを考えて行動す

る事や善悪を判断出来ず、失敗する事もあり、保護者の皆様の心配事は増えるかもしれま

せん。特に男子は親に無口になり、女子は父親を異性として毛嫌いする傾向にあります。

この大事な時期に十分心身を鍛え、基本的な生活習慣を身につけさせることは、これから

の長い人生を健康で過ごす為に、とても大切になってきます。その為、ご家庭で気をつけ

て頂きたいことを、ご協力して頂きたい事を資料に載せさせて頂きました。今まで、ご家

庭で大切に育てられているお子様ですので、楽しく、有意義な中学校生活を送る為に、力

を尽くして対応させて頂きたいと思っております。 

【お願い】 

・中学校では部活動が始まり、ケガをしてしまう機会が増えるようです。学校が原因で

ケガをし、医療機関を受診した場合、川口市の「子ども医療費支給制度」を受けること

が出来ません。学校で加入して頂く「スポーツ振興センター」に申請する事で、治療費

を支給することが出来ます。もしも、学校が原因で医療機関を受診した場合は、担任ま

たは顧問に申し出て下さい。 

・ケガや病気で早退する時など、保護者に緊急連絡を行いますが、連絡の取れない家庭

が多く困っております。職場など変更になった場合は学級担任に申し出て下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５ 教育相談について 

中学生は精神的にも身体的にも不安定になりやすい時期です。学校に行きたくないとい

う思いはどのお子さんにもあることです。そう思ったときにどう乗り越えていくかを学ぶ

ところが中学校です。だからこそ、学校とご家庭が連携しながらお子さんの成長を見守っ

ていくことが大切です。 

元郷中学校には「さわやか相談室」があります。相談室は友達や家族、先生にも相談で

きないことでも相談できる場所です。相談室には相談員さんがいるほか、月に２回ほどス

クールカウンセラーさんもきて面談やカウンセリングを受けることができます。その他電

話相談も行っています。相談内容についての秘密は守りますので、安心して相談してくだ

さい。他にも、学習の支援の体制として、昨年度からステップルームを開設しました。ス

テップルームとは、学習支援員さんが個別で学習の支援をする部屋、また、その支援をす

ることをいいます。 

また、サポートの一環として、入学前の教育相談も行っています。どのようなことで相

談したらいいのだろう、私は相談したほうがいいのかしら、と迷われましたらチェック項

目を参考にしてください。 

このように、元郷中学校では何かあったときにサポートしていく体制を整えています。

一人で抱え込まずにぜひ相談してください。 

 

 

６ 就学費用について 

教材費 

中学校では教材費の集金を口座振替にて行います。初回の引き落としは 5 月末を予定して

おります。初回は振替なし、それ以降は再振替が 1 回あります。再振替でも引き落としが

確認されない場合は学校でお支払いしていただきます。詳しくは 4 月中旬～末に配布しま

す集金のお知らせでご確認ください。 

給食費 

小学校で使用していた口座から引き落としがされます。新たに申請をする必要はありませ

んが、口座を変更したい方は所属の小学校または元郷中学校の事務までお問い合わせくだ

さい。書類をお渡しします。 

就学援助 

様々な補助が受けられる制度です。詳しくは冊子をご覧ください。小学校から認定となっ

ている方はそのまま中学校へ引き継がれます。新たに申請したい方は所属の小学校または

元郷中学校の事務までお問い合わせするか、川口市の HP からもダウンロードが可能です。

4 月 8 日(木)までに申請し認定となった方には新入学費 47,400 円が支給となりますが、4

月 8 日(木)をすぎてしまうと認定となっても新入学費は支給できませんのでご了承くださ

い。 

 


